様式第14号（第12条関係）
補助事業等遂行停止及び是正命令書
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(補助事業者等)

　　年　　月　　日付け興指第　　号の補助金に係る　　　　　　　事業の遂行状況が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付せられた条件その他法令等の規定に違反しているものと認められるので、当該事業の遂行を停止し、次によりその是正措置を講ずることを命じます。

年　　月　　日

   　　　 興部町長   　　　　　　　　㊞

1 講ずべき是正措置は、次のとおりです。
(1)
(2)
2　是正措置は、　　　　年　　月　　日までに完了させること。
3　是正措置が完了したときは、直ちに、その旨を町長に報告すること。
4　この命令に違反したときは、当該事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(  課　　担当)

注　1　助成金、奨励金等の場合は、この様式中「補助金」とあるのは「助成金(奨励金等)」と書き換えて使用すること。
　　2　講ずべき是正措置は、できる限り具体的、かつ的確に記載すること。



